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国土交通省防災業務計画を改正しました

国土交通省水管理・国土保全局防災課
大臣官房参事官（運輸安全防災）　　

　国土交通省では、東日本大震
災以降これまで 2 回にわたっ
て、東日本大震災の教訓や課題、
更に津波防災地域づくりに関す
る法律の制定等を踏まえて、国
土交通省防災業務計画を改正し
てまいりました。
　このたび、平成24年 ９ 月の防
災基本計画※1　の修正等を受け、
災害に対する即応力の強化など
大規模広域災害への対策等を盛
り込み、 ３月1３日付で国土交通
省防災業務計画※2　を改正しまし
たのでお知らせします。
　今回の改正を踏まえ、災害応
急対応の一層の充実を図るとと
もに、今後も不断の見直しを行
ってまいります。
　なお、修正した防災業務計画
は、下記URLよりご覧頂けます。
http://www.mlit.go.jp/saigai/
gyoumukeikaku.html

※ 1 ：防災基本計画は、中央防災会
議（会長：内閣総理大臣）が
作成する我が国における防災
行政に関する基本となるべき
事項を定めた計画です。

※ 2：防災業務計画は、災害対策基
本法第３6条第 1項の規定に基
づき、各府省が作成するもの
で、その府省の所掌事務のう
ち防災に関してとるべき措置
を定めるものです。
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国土交通省業務継続計画を改定しました

国土交通省水管理・国土保全局防災課
大臣官房参事官（運輸安全防災）　　

　国土交通省では、東日本大震災の教訓を踏まえる
とともに、切迫性が指摘されている首都直下地震に
おいて、より的確な対応を行うため、国土交通省業
務継続計画※を改定しました。 3月 7日に国土交通
省防災会議において審議し、必要な修正を行い、こ
のたび公表することとしたものです。
　今回の改定のポイントは、以下の通りです。

1．公共交通機関の長期停止など、現行計画より厳
しい条件で参集できる職員数を算出し、それに
基づき非常時優先業務を絞り込み

2．参集した者が誰でも対応できるよう非常時優先
業務への対応を手順書化

3．東京23区で震度 6弱以上の揺れが観測された場
合に、全国のTEC-FORCE が本省の指示を待

たずに出動することを規定
4．本省の業務継続体制を更に強化するための日頃
の備えと今後の課題を整理

　今後、中央防災会議にて被害想定が見直された場
合や課題への取り組み状況に鑑み、随時、国土交通
省業務継続計画の見直しを行って参ります。
　なお、改定した業務継続計画は、下記URL より
ご覧頂けます。

http://www.mlit.go.jp/saigai/bcp.html

※業務継続計画は、国土交通省防災業務計画を補完するも
のとして作成するもので、発災時に継続すべき優先業務や、
優先業務を継続するための執務環境の確保策などを取りま
とめたものです。



（4） 第 766 号 防 災 平 成 25 年  4  月  1  日

『災害対策等緊急事業推進費』
平成25年度要求地区募集について

国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室

１ ．はじめに
　災害対策等緊急事業推進費は、自然災害により被
災した地域における再度災害の防止対策を機動的に
実施するための経費として平成17年度に創設されま
した。
　平成24年度までの 8年間において約1,050億円（国
費）、600件を超える配分を行っています。
　本推進費は年度途中であっても、迅速に対策を行
うための予算を配分し、住民や利用者の安全・安心
の確保を図る制度です。自然災害が発生し、緊急な
対応が必要となった際に活用をご検討いただけるよ
う、制度の概要及び平成25年度要求地区募集のご案
内や活用事例について紹介します。

２ ．制度の概要
⑴　制度のポイント
①　各省所管の幅広い分野の公共事業を対象に再
度災害の防止対策等を実施
②　災害復旧事業による原形復旧に併せて、施設
の防災機能の強化・向上を図ることが可能
③　自然災害を受けた地域において、公共土木施
設自体の被害が無い場合でも防災機能の強化・
向上を図ることが可能
④　他地域での被災を契機として、災害防止対策
を未被災地で実施することが可能
⑤　年度途中に予算を配分（年 ３回の配分を予定
※平成25年度配分スケジュール案参照）
⑥　国庫補助率及び地方財政措置は、本推進費を
使用して行う各対象事業で定められた率や内容
と同様
⑦　必要に応じて対策工事に係る用地費及補償費
や測量設計費も対象
⑧　年度内予算執行が基本であるが、明許繰越も
可能

⑵　平成２5年度予算案及び配分スケジュール案
　平成25年度予算案：17９億円（国費ベース）

区　分 募集期間 配分予定時期

第 1回 4月 1日～ 5月 8日 6月下旬

第 2回 5月 ９日～ 7月下旬 ９月中旬

第 ３回 8月上旬～10月上旬 11月中旬

平成２5年度配分スケジュール案

⑶　制度の要件
　住民の安全・安心の確保に資する対策であり、か
つ、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、
噴火、地すべり、山崩れ、崖崩れその他の異常な自
然現象により生じる災害で、次の要件のいずれかを
満たすものが対象です。
　①　降雨
　　ａ　24時間雨量が80㎜以上の降雨により発生し

た災害
　　ｂ　 1時間雨量が20㎜以上の降雨により発生し

た災害
　②　強風
　　・最大風速が15ｍ/秒以上の風により発生した

災害
　③　豪雪、高潮、地震、津波、噴火、地すべり、
山崩れ、崖崩れその他の異常な自然現象により
発生した災害

　　・被害の程度が比較的軽微と認められない災害

⑷　予算要求から配分までの流れ
　本推進費の予算は、当初予算編成の段階では支出
先の予算科目を定めない目未定経費として一括計上
されます。
　年度途中に発生した自然災害等を受けて、都道府
県等の事業主体が「災害対策緊急事業計画書（様式
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３ 枚）」を作成し、当該事業の所管部局を通じて国
土政策局に提出します。この事業計画に基づいて、
財務省と協議を行い、配分決定の後に各事業の所管
省に対し予算の移替等により配分されます。配分後
は各事業制度に準じて執行していただきます。（図
− 1  予算配分のイメージ参照）

崩壊が発生し、全面通行止めとなりました。今回の
崩落では災害復旧事業の対象となる異常気象が発生
していないことから、本推進費を活用して緊急に吹
付法枠工及びアンカー工による法面対策を行いまし
た。（図− 2  活用事例参照）

図− ２　活用事例

図− １　予算配分のイメージ

４．おわりに
　平成23年に発生した東日本大震災以降、豪雨・豪
雪・強風、台風の発生等、甚大な被害をもたらす自
然災害の発生頻度が増加しています。もし災害が発
生し、緊急な対策が必要となった場合は、各種方策
に加えて本制度の活用も検討いただきたいと思いま
す。
　この制度に関するご質問・ご相談等については、
下記窓口までお問い合わせください。

　また、国土交通省ホームページにも、詳しい情報
を掲載していますのでご覧願います。

（窓口）
　国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室
　　（直通）TEL 0３-525３-8３60
　　http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/
　　kokudokeikaku_tk4_000002.html

３ ．平成２４年度の活用事例
　平成24年度の活用事例につ
いて紹介します。
　事例①は、梅雨前線に伴う
豪雨により河川がはん濫し、
浸水被害が発生しました。被
災した護岸等の施設は災害復
旧事業で対応するが、無堤部
の築堤や河道掘削について推
進費を活用して緊急に対策を
行いました。
　事例②は、道路法面の法面
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津波警報の改善について

気象庁報道発表資料より抜粋

　気象庁では、平成23年（2011年）東北地方太平洋
沖地震での甚大な津波被害を受け、そのときに発表
した津波警報の課題とその改善策について、有識者、
防災関係機関等による勉強会・検討会を開催して検
討を進めてきました。そこで取りまとめられた提言
を基に、津波警報・注意報の発表方法や表現を変更
し、平成25年 3 月 7 日から新しい津波警報の運用を
開始しました。
　新しい津波警報では、マグニチュード ８を超える
ような巨大地震による津波に対しても適切な警報を
発表するとともに、簡潔な表現で避難を促します。

−津波警報の改善のポイント−

▪巨大地震による津波の規模の
　過小評価を防止します
　津波警報の第一報では、津波の高さは地震の規模
や位置を基に推定します。しかし、マグニチュード
８を超えるような巨大地震の場合は、精度のよい地
震の規模をすぐには把握できません。そこで、地震
波の長周期成分の大きさや震度分布の拡がりなどか
ら、巨大な地震の可能性を評価・判定する手法を新
たに用意しました。
　地震の発生直後、即時に決定した地震の規模が過
小であると判定した場合には、その海域における最
大級の津波を想定して、大津波警報や津波警報を発
表します。これにより、津波の高さを小さく予想す
ることを防ぎます。

▪「巨大」という言葉を使った大津波警報で、
　非常事態であることを伝えます
　巨大地震が発生した場合は、最初の津波警報（第

津波警報改善のＰＲポスター

（長周期成分波形モニター画面）
地震波の長周期成分を取り出し、その振幅の大きさから
巨大地震の可能性を判定



平 成 25 年  4  月  1  日 防 災 （7）第 766 号

一報）では、予想される津波の高さを、「巨大」、「高
い」という言葉で発表して非常事態であることを伝
えます。
「巨大」という言葉で大津波警報が発表された時は、
東日本大震災クラスの非常事態であるため、ただち
にできる限り高いところへ避難してください！

▪精度よく地震の規模が求まった場合には、
　予想される津波の高さを、 １ｍ、 ３ｍ、 ５ｍ、
　１０ｍ、１０ｍ超の ５段階で発表します
　巨大地震の場合でも、地震発生から15分ほどで精
度のよい地震の規模が把握できます。その時は、予
想される津波の高さを「巨大」「高い」という言葉
での表現から、 5段階の数値での発表に切り替えま
す。
　また、巨大地震ではなく、地震の発生直後から精

（巨大地震発生時の津波警報の発表イメージ）
巨大地震の発生時は、予想される津波の高さを「巨大」
「高い」という言葉で発表します

＜参考＞津波警報・注意報の分類と、とるべき行動

「津波警報が変わります」リーフレットより
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度よく地震の規模が求まった場合は、初めから 5段
階の数値で発表します。
　予想される津波の高さは、各区分の高い方の値を
発表します。
　例えば、 3～ 5メートルの津波が予想された場合
は、「大津波警報」を発表し、「予想される津波の高
さは 5ｍ」と発表します。

▪高い津波が来る前は、津波の高さを
　「観測中」として発表します
　大津波警報や津波警報が発表されている時には、
観測された津波の高さを見て、これが最大だと誤解
しないように、最大波の津波の高さを数値で表わさ
ずに、「観測中」と発表する場合があります。
　津波は何度も繰り返し襲ってきて、あとから来る
津波の方が高くなることがあります。
「観測中」と発表された時は、これから高い津波が
来ると考えて、安全な場所を離れないでください！

※「観測中」と発表する基準については、津波警報・注意報、

津波情報、津波予報についてのページで解説しています。

「観測中」の発表例

▪沖合で観測された津波の情報をいち早く伝えます
　沖合の観測データを監視し、沿岸の観測よりも早
く、沖合における津波の観測値と沿岸での推定値を
発表します。
　このとき、予想よりも高い津波が推定されるとき
には、ただちに津波警報を更新します。

詳細につきましては、気象庁HPをご参照ください。

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/tsunami_
keihou_kaizen
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《各県コーナー》

１．はじめに
　近年災害発生件数が減少しており災害査定を受
ける機会が少なくなっていることから、申請時の
準備不足や説明不足、体制が整っていないための
査定設計書修正の遅れ等が見受けられることがあ
りました。また、平成23年は「長野県北部地震」「平
成23年 7 月新潟・福島豪雨」と度重なる大規模災
害が発生し、事前の職員の技術向上等の大規模災
害に対する準備の重要性を強く感じました。
　業務の効率化や近年の職員の減少によって今ま
で自然と伝えられていた災害申請に関する技術の
伝承が希薄になってきている状況や、大規模災害
が起きた場合等に対して、災害復旧事業に関する
職員全体の技術向上が必要と感じました。
　今回は、これらに対して県が行っている災害に
関する技術向上の取組を報告します。

２ ．平成２3年災の状況
　平成23年災は、地震、梅雨前線豪雨、豪雨、地
すべり、台風といった12の異常気象があり、中で
も大きな災害として「長野県北部地震」「平成23
年 7 月新潟・福島豪雨」があげられます。「東日
本大震災」の翌日 ３月12日未明に発生した「長野
県北部地震」では、十日町市、津南町で震度 6弱
を、上越市で震度 5強を記録するなど県内の多く
の地点で震度４以上を観測しました。
　 7月27日から30日に発生した「平成23年 7 月新
潟・福島豪雨」は、県内で24時間降水量の既往記
録を更新したアメダス観測所は 5箇所、72時間降
水量では10箇所が既往記録を更新しました。また
1時間降水量でも10箇所で既往第 1位の激しい雨
を観測しました。中でも十日町観測所（県）では、
1時間に120㎜の猛烈な雨が降りました。
　これらの災害に対して15次査定が行われ、
県2,101箇所460億 6 千万円、市町村934箇所75

億 ９ 千万円の計３,0３5箇所536億 5 千万円の採択と
なりました。
　被害が大きく膨大な災害箇所の対応に、全職員
一丸となり取り組みました。
　この大規模な災害に対して、国土交通省水管
理・国土保全局防災課により災害査定の簡素化が
なされたことにより、地震災害ならびに新潟・福
島豪雨災害に係るものは全て年内に災害査定が終
了し、早期の復旧に取り組むことができました。
　しかし、業務に追われ、改良復旧の親災では、
改良ありきの申請や、設計図書の簡素化による申
請をした中で、標準断面の適用区間を長く取り過
ぎてしまい、新たに測量する等、査定時にかえっ
て時間を要した等、課題が残りました。

3 ．平成２4年災の状況
　平成24年発生災害は、 2月 1日から 2日の冬期
風浪に始まり、落雷、風浪、地すべり、梅雨前線
豪雨、豪雨、台風といった13の異常気象に対して
7次査定が行われ、県107箇所35億 4 千万円、市
町村38箇所 2 億 ８ 千万円の計145箇所38億 2 千万
円の採択となり、平成23年発生災害を除く近年同
様に災害が少ない年となりました。
　なかでも、 2月の冬期風浪、 4月の爆弾低気圧
による風浪での海岸災では、県としても 2年ぶり
の海岸災であり、申請者に海岸災経験者がおらず、
過去の申請資料を参考にするしかなく、申請準備
に苦慮する部分がありました。

4 ．近年の災害査定の状況
　近年の災害査定においては、災害件数の減少か
らか知識、経験のある職員が少なく、査定申請に
おける申請内容について、基本的事項が整理され
ず、災害査定に時間を要することがありました。
　これらの要因としては、測量業務や設計業務の

災害復旧事業に関する技術の向上について

………………………………………新潟県土木部河川管理課
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《各県コーナー》

委託化、CADによる作図等により作業の効率化
が図られた反面、パソコンによる机上での作業が
中心となり、上司や先輩、同僚と現場に行くこと
や、実際の図面をみんなで見ながら話し合いをす
る機会が減少しているのではないかと考えられま
す。
　また、経験豊富な団塊世代の大量退職などによ
って土木職員が減少し、ベテラン職員の災害に関
する知識、経験が若手職員等に伝わらなくなって
いることも要因となっているのではないかと思い
ます。
　そこから見えてきた課題として、
・職員の技術向上の機会が減少している
・技術の伝承がされなくなっている
・過去の災害に関する知識経験が生かされていな
い
があります。これらの状況を改善するための取組
を行っています。

５ ．若手職員の技術向上
　若手を中心とした災害に関して未経験の職員や
経験の浅い職員に対して、災害制度に関する知識
や、災害査定で必要となる技術の習得を目的とし
た、模擬災害査定研修を行っています。研修は ３
日間の日程で行われ、財務省や国土交通省北陸地
方整備局から講師を招き、立会官ならびに査定官
の視点からの注意点などの講義のほか、災害事務
に関する手続きや過去行われた災害査定からの事
例、写真の撮り方等、模擬査定を中心に、災害復
旧事業に関する基礎的な内容となっています。模
擬査定は、実際に現場でポール横断や写真撮影等

を行い、それを使って図面や設計書の作成、申請
までの一連が経験できる内容で構成されています。
　また、研修終了後アンケートを実施し、受講者
からの意見をとりまとめ、次年度の研修に生かす
よう努めております。

査定申請演習の状況

過去１0年の査定件数・決定額の推移（県・市町村）

現地調査演習の状況
（被災範囲をロープで、D.H.W.L にゴミや上着等を
置き洪水痕跡を表現している。）
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《各県コーナー》

６．技術の伝承
　これまで県では、職員同士により災害査定にお
ける現場調査方法や査定に関わる技術について受
け継がれていましたが、近年災害発生件数が少な
く技術を伝える機会が減少していることや、平成
23年災のように災害査定の簡素化を行わなくては
膨大な査定箇所を終えられない程の大規模災害で
は、技術を伝える余裕も無くなってしまい、技術
の伝承が途切れがちになっている状況にあります。
　そこで、より実践的に査定に関する技術の伝承
を図るため、災害復旧工法検討会を行いました。
実際に査定を申請する箇所を題材とし、新潟県土
木部職員のOBを中心に構成されているNPO法
人「にいがた地域創造センター」から講師を派遣
していただき、災害査定申請予定者と、㈶新潟県
建設技術センターの職員も合同で、復旧工法や申
請にあたってのポイントについて、現地および図
面上で熱く意見を交わしました。実際に査定が行
われる災害箇所で検討会を行ったこともあり、参
加者は真剣に取り組んでいました。参加者からも、
「査定準備はいつも時間に追われ、じっくりと検

討・議論する余裕が無いが、今回の検討会では、
的確な考え方や申請時の説明テクニック等を伝授
していただき有意義であった。」との意見があり
ました。
　平成24年度に試行的に行われた取組でしたが、
引き続き実施し、効果の検証を行っていきたいと
考えています。

７ ．情報の共有化
　今後より良い災害復旧を行うために、今まで各
職場内で職員から職員へと受け継がれていた考え
方や技術を資料化し残すことで、どのような場合
においても見れば災害申請ができるようにするた
めの資料を作成し、後生へと技術を引き継いでい
くことが重要と考え、取組を始めました。様式や
通知等を電子データ化し、職員ポータルのライブ
ラリへ掲載や、災害査定に対して経験が無い職員
や経験の浅い職員が興味を持ち、積極的に災害査
定申請ならびに復旧ができるように、基本的な事
項や時事ネタをわかりやすく記事にした機関誌を
発行することで災害査定における基礎知識の習得
に取り組んでいるところです。

機関誌「ふっきゅう」の一部

災害復旧工法検討会の状況

８．終わりに
　近年ゲリラ豪雨といわれる局所的豪雨の増加傾
向や、地震等の突発的な異常気象が発生している
状況にあります。そのようないつ起こるか予測で
きない災害に対し、関係省庁を始めNPO法人や
建設技術センター等との連携を強め、災害発生時
の迅速な対応を図っていきたいと考えております。



（12） 第 766 号 防 災 平 成 25 年  4  月  1  日

査定官メッセージ

色々な「こだわり」

　災害査定官の任命を受けて、近畿から来て早一
年が経過しようとしています。
　平成24年災害査定では、当誌「平成25年 3 月 1
日 vol.765号」の災害査定官座談会にも記載させ
ていただいておりますが、16査定15県へ査定に入
らせて頂き、災害箇所を申請された関係者の皆様
には大変お世話になりました。
　私事では、24年ぶりの単身赴任生活も一緒に始
まり、宿舎は 5Ｆ建ての 5Ｆに住んでおりまして、
正面に「東京スカイツリー」が望めて、夏は涼し
くクーラーはいりませんが、一年中、水道の流れ
は小さいのと、エレベータが無く、毎日がちょっ
とした登山のようで汗をかいています。

１ ．スポーツ観戦
　多少時間も出来たことも有り、野球観戦にも行
ってきました。東京ドームが甲子園に行っていた
ときよりは近くなりましたが、「阪神タイガース」
を応援する身には、最下位すれすれの成績では肩
身が狭くなりました。試合後はオレンジの名前入
りタオルを肩にかけて、電車に乗ってくる人達の
横で静かに帰宅しておりました。
　しかし、 2月のWBCの壮行試合で能見選手も
鳥谷選手もいない「阪神Ｔ」が日本代表に勝ちま
した。今年は大いに期待（いつも 5月末までです
が）出来そうです。
　宿舎では量販電気店の粗品（関西のみ？）の「で
か阪神Ｔタオル」を枕に巻いて、試合に勝ってい
る夢を見ながら寝ています。
　サッカーでは今年 1月に私の住んでいる京都が
決勝に残ったので、代々木の国立競技場に全国高
校サッカー選手権を観戦に行きました。
　このように近場で、色々なスポーツ観戦が出来
るのは、東京ならではないかと感じ、機会あるご
とに、出かけてみたいと思います。

国土交通省水管理・国土保全局防災課
災害査定官

西嶋　孝治

写真− ２　阪神タイガース でかタオル

写真− １　宿舎からの遠望風景
（東京スカイツリー）
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２ ．お米 ⇨ お弁当 ⇨ ダシ取り
　単身赴任されている人が多い昨今では、当たり
前なのかもしれませんが、気をつけないといけな
いのが、「食事」で、体重が右肩上がりで増えて
しまうことです。
　前回の単身赴任生活では、事務所の敷地内にあ
る寮や事務所食堂の食事がのどを通らなくて苦労
しました。毎日、昼と夜に食事屋さんに通いまし
たが、特に夜は副食も相まって、食事代が高くな
ってしまうことが、多々ありました。よく考えて
みますと、のどを通らなかったのは、「ご飯」だ
ったと思っています。
＜お米＞
　そこで、今回は実家（福井）からもらってきて
いる「玄米」を東京に持ってきています。
　専業農家に生まれて、生まれたときから食べて
いる「お米」は、福井県試験場が日本で初めて品
種改良に成功した耐冷高品質性に優れた、「おい
しいお米＝コシヒカリ」です。農政局に出向した
ときに、ある土地改良理事長の方から、「コシヒ
カリを発見していただいて本当に助かった、私た
ちもコシヒカリを育てて売れるようになった」と、
福井県に感謝しておられました。現在の中国でも
富裕層の方々の間では、この「ブランド名」は大
ブームとかで、私もこのブランドにこだわって食
べています。現在、日本のおいしいご飯といわれ
るお米は、このとき発見された種のDNAとの掛
け合わせによるお米と聞いています。
＜精米＞
　某有名料理家が監修したとの「精米器」も買い
求めて、 2日食べる分だけ精米をして炊飯器でご
飯を作っており、それならば、毎日、お弁当も作
って行こうと思い、おかず料理も前日の分を少し

残すなりして、何とか１年間続けられることが出
来ました。
　もちろん、査定に行っているときは作れません
し、朝が忙しいときは無理をせずご飯だけ詰めて、
レトルト袋を持っての出勤になります。
＜落とし穴＞
　料理をこだわりながら楽しんでいると、入り込
んでしまうやっかいなことは、簡単に料理ができ
るのに、あえて難しく料理してしまうこと「こだ
わりの落とし穴」です。私のやってしまうのが、「だ
し汁」から作り出すことで、煮干しや椎茸など買
い求めて料理し始めると、時間は掛かるし買い物
金額は高くなるし、「化学調味料や粉末でええや
んけ！」と自戒することが多々です。魚料理も魚
まるごと買ってしまい、三枚卸しや煮付けなど苦
労しながら作って、一人で食べるものですから余
るわけで、出来合いを買っとけばよかったと後悔
散々です。

３ ．査定官旅行「福島県へのこだわり」
　平成24年の平成23年災害福島県避難警戒区域の
一部解除（平成24年 4 月から）区域内での査定で
は、災害箇所数は341箇所あり、 7月から12月ま
で行いました。
　これからも、避難解除区域が拡大する毎に最後
の災害箇所が無くなるまで継続していきます。
　査定官グループ ８名で、復興に少しでも役に立
てればとの思いから、いわき市、小浜名港などに
観光を含め被災地の現状の見学を兼ね、平成25年
2 月「福島県南浜通り」に旅行に行ってきました。
　特に、いわき市夏井海岸（夏井川河口）では
CSG 工法による海岸堤防の試験堤を見ることが

写真−４　いつものお弁当

写真− ３　左＝精米器（五合精米）
　　　　　右＝炊飯器（五合炊き）
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出来ましたし、復旧の進んでいない平薄磯地区の
海岸、中学校。そして塩屋崎では、地元の方から
灯台の周辺だけ津波にやられなかったが、その他
は全て流されてしまった、「誰も津波が11波 9 時
間もあると教えてくれなかった」「 2 〜 3 波来た
時点で家族やおいてきたものが心配になり戻って
いき、帰らぬ人となった人も」などのお話を聞き
ました。

４ ．災害復旧
　昭和4０年代から5０年代末までの都市部では、一
戸建ての家を建築するときには、川を家の後ろに
向けて建築していました。なんと、川は汚い、く
さい、危険の「川の 3Ｋ」とまで言われるように
なりました。

　しかし、地域と行政の方々の日々弛まぬ努力に
より、「自然」「散策、くつろぎの場」「観光」と
して価値のある川を創り、育て、保全している多
くの方々のおかげで、全国の河川は現在の状況ま
で、回復してきました。
　各河川では特色ある川と地域作りを兼ね備え
た、例えば川の中だけでも「水遊び場」「ほたる
の里」であったり、「鮎づり」「鵜飼い」「渓谷」「川湯」
「川下り」「遊覧」「オオサンショウウオの住み処」
など、地域の色々なこだわりを持った特色あるビ
ジョンを現地で見せていただきました。
　災害査定箇所の殆どは「自然」豊かな中山間地
域で行われていますし、こういう時代だからこそ
先に繫げて地域を生かし育てる場として、災害復
旧を考えるときに気をつけていきたいと思います。
　災害申請される関係者の皆様においても、現地・
地元の思いを十分に調べて作成していただきたい
と思います。

５ ．おわりに
　災害査定のこだわりは、再度災害の防止と早期
の復旧・復興を実現することです。
　私が査定の度に、講評で言っているように、「速
やかに現地の復旧に取りかかっていただきたい。」
よろしくお願いします。
　また、平成25年が災害が少ない年であり、過去
の災害復旧事業が早期に滞りなく進捗し、無事故
で完成しますよう祈っております。

写真− ５　福島県いわき市内の温泉宿前にて
査定官グループ（右から三番目が筆者）

写真ー 7　福岡県八女市『朝霧：八女茶の里』の
龍川内川災害復旧関連事業箇所

写真− 6　いわき市内の海岸
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防災課だより 人 事 異 動
〔水管理・国土保全局防災課関係人事発令〕
△平成25年 3 月31日

△平成25年 4 月 1 日

氏　　名 新　　　所　　　属 備　　　　　　　考

新井田　浩 辞職（埼玉県県土整備部参事（兼）河川砂防課長） 防災課災害対策調整官

九十九　聡 辞職（徳島県県土整備部都市計画課長） 防災課災害査定官

福留　章洋 辞職（高知県危機管理部危機管理・防災課チーフ） 防災課改良計画係長

【転出】

高橋　洋一 中部地方整備局中部技術事務所長 防災課総括災害査定官

髙田　洋彦 九州地方整備局総務部厚生課共済第二係長 防災課災害監査係長

栁沼　　実 国土地理院地理空間情報部情報企画課審査係長 防災課災害第二係長

関口　拓章 北海道開発局札幌開発建設部公物管理企画課開発専門職 防災課災害第一係

木村　秀治 中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所長 防災課長補佐（併）防災課災害査定官

堤　　盛良 関東地方整備局渡良瀬川河川事務所長 防災課長補佐（併）防災課災害査定官

平石　　進 東北地方整備局国営みちのく杜の湖畔公園事務所長 防災課災害査定官

川端　道雄 関東地方整備局道路部道路工事課長 防災課災害査定官

丸下　淳一 中国地方整備局太田川河川事務所管理第一課長 防災課基準係長

平舘　淳一 東北地方整備局仙台河川国道事務所調査第一課長（併）東北地
方整備局仙台河川国道事務所仙台湾南部海岸復旧推進室

防災課審査係長

中島　康博 北海道開発局札幌開発建設部河川計画課石狩川総合水管理調査
官

防災課災害対策室地震防災係長

熊谷　彰浩 北海道開発局札幌開発建設部札幌河川事務所計画課事業専門官
（併）北海道開発局札幌開発建設部河川管理課

防災課災害対策室調査計画係長

【転入】

畠山　愼一 防災課総括災害査定官 関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所長

宮武　晃司 河川計画課企画専門官（併）防災課 大臣官房付（復職（㈶国土技術研究センター研究主幹））

俵木　　隆 河川環境課水防調整官（併）防災課 国土政策局広域地方政策課広域制度企画室課長補佐

富田　麻衣 防災課災害監査係長 国土技術政策総合研究所総務部総務課文書係長

石川　智也 防災課災害第二係長 国土地理院基本図情報部管理課管理係長

丸山真奈未 防災課災害第一係 大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室情報管理係

本田　保惠 防災課災害査定官 東北地方整備局高瀬川河川事務所副所長

上原　重賢 防災課災害査定官 関東地方整備局東京外かく環状国道事務所副所長

窪田　佳史 防災課災害査定官 辞職（高知県須崎土木事務所維持管理課長）

向井　正大 防災課長補佐 関東地方整備局河川部河川環境課長

澤頭　芳博 防災課長補佐 中部地方整備局木曽川下流河川事務所副所長

佐藤　克彦 防災課審査係長 東北地方整備局河川管理課流域水害対策係長

細川　　晋 防災課基準係長 近畿地方整備局河川部河川計画課計画第二係長

舘澤　清城 防災課企画係長 総務省情報通信国際戦略局技術政策課技術係長

福田　達樹 防災課改良計画係長 辞職（静岡県交通基盤部河川砂防局土木防災課主任）

池原　貴一 防災課災害対策室調査計画係長 国土政策局地方振興課新しい公共係長

野呂田　亮 防災課災害対策室地震防災係長 航空局航空ネットワーク部空港施設課大都市圏空港調査室主査
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【局内異動】

佐藤　寿延 治水課河川整備調整官 防災課防災調整官

藤巻　浩之 防災課防災調整官 砂防部保全課海洋開発官

村上　友一 防災課予算係長 水政課企画係長

笠井　雅広 防災課災害対策調整官（併）河川環境課 河川環境課企画専門官

澤江　　淳 防災課災害対策室管理係長 治水課予算第二係長

齋藤　康之 防災課災害統計係長 防災課予算係長

中沢　理恵 水政課水利調整室水利審査係長 防災課災害統計係長

川原林雅志 河川環境課水防企画室水防係長（併）防災課 防災課災害対策室管理係長

奥中　智行 水資源部水資源政策課水源地域振興室生活再建調整係長（併）
治水課

防災課企画係長

お知らせ
全国防災協会は４月１日から

公益社団法人としてスタートします
　本協会は 4月 1日付けをもって公益社団法人に移行しましたので、お知らせいたします。

　昨年 ９月に、内閣府に対し公益社団法人に移行すべく認定申請手続きを行っていましたが、
３月2８日付をもって内閣府から公益社団法人として認定されました。
　なお、公益社団法人に関する詳細な内容につきましては、本紙やＨＰ上にて、後日ご紹介
をさせていただく予定です。
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１．はじめに
　東北地方太平洋沖地震から 2 年が経ちました
が、地震・津波により大きな被害を受けられた方々
に対して心よりお見舞い申し上げます。また、昨
年 7月の九州北部豪雨、 ９月の台風17号などで被
災され、今なお避難中であるなど災害のさなかに
おられる方につきましては、一日も早い災害の終
息と安心な生活再建を願うばかりです。
　さらに、民生安定、早期の復旧・復興に向け日
夜分かたずご尽力されている防災関係者の皆様に
心より敬意の念を表します。

２ ．自己紹介
　私は平成2０年に入庁、今年で入庁 6年目となり、
県庁河川課で災害復旧事業に携わり ３年目を迎え
ます。実は災害復旧事業の現場経験は、新規採用
の年の工事経験 1本しかなく、災害担当として異
動当初は多くの戸惑いがありましたが、上司・先
輩・同僚など経験豊富な方々に暖かく、時に厳し
く支えられながらなんとか今日までやっている状
況です。
　また、 ３ ．11震災直後、妻の実家が福島県郡山
市ということもあってか？約一ヶ月間福島県へ派
遣となりました。そこで被災地の凄まじい現状を
目の当たりにし、「ここに人々の穏やかな暮らし
があった」と思うと目頭が熱くなったのを今でも
思い出します。「県民の安全な暮らしを守ること
は、県民の平穏な毎日を守ること」身の引き締ま
る思いで日々の業務に取り組んでいます。

３ ．防災係の紹介
　私の所属する河川課防災係は、係長を含め ３名

体制で、水防業務 1名と災害復旧 1名で業務を分
担しております。
　はじめに、係を統括している南雲補佐です。豊
富な現場経験と常に冷静な視点から係をマネジメ
ントしてくれており、すごく頼れる係長です。被
災直後の現場調査に同行した際など、着眼点が鋭
く、そこから導き出される結論は、自分の発想の
域を越えており、目から鱗といった感じで非常に
勉強させられております。
　次に、水防事務や情報基盤の維持管理等を一手
にこなしてしまう、篠原副主幹です。
　震災後の 7月から平成24年 ３ 月まで ９ヶ月間の
長期にわたり、福島県に災害復旧支援活動へ派遣
されていました。また、群馬県で大きな被害が発
生した平成1９年災害の際も、被災の中心富岡土木
事務所で災害復旧事業に携わっており、防災のス
ペシャリストとして、災害復旧事業についても大
局的に助言をしてくださいます。
　ちょっと持ち上げ過ぎたかもしれませんが、こ
うした ３人で毎日災害がないことを祈りながら、
時には激しい？議論を交わしながら、「居安思危」
日々の業務を行っております。

上毛カルタ ぐんまちゃん

「安きに居りて
危うきを思う」

群馬県県土整備部
河川課防災係 主任
神戸　大典
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４．群馬県の紹介
　坂東太郎として名高い利根川の源流を擁する
群馬県は、首都圏の水瓶としてその流域人口約
1千 2百万人の暮らしを支えています。
　少々ローカルな話になりますが、上毛かるたで
うたわれる、「鶴舞う形の群馬県」ですが、なん
と地域ブランド力2０12において、全国魅力度ラン
キング47位と不名誉な結果となってしまいました。
　ただ、暗いニュースばかりではなく、「ゆるキ
ャラグランプリ2０12においては、我らが「ぐんま
ちゃん」が26,０512pt を獲得し、全国 ３ 位に輝く
など大健闘致しました。さらには、北関東自動車
道の開通など高速自動車網が整備されたこともあ
ってか、企業立地件数が全国 1位となりました。
（平成22年工業立地動向調査）これから地域ブラ
ンド力も鶴が舞うかのごとく、飛躍していくこと
と期待しています。

５ ．近年の災害発生状況
　過去1０年間を見てみますと、本県において平成
14年と平成1９年に大きな災害が発生しています。
　平成14年には台風 6号などの影響により、被害
申請３３８箇所、査定決定額ベースで総額約３８億円
となっております。
　また、平成1９年の台風 ９号による災害が発生し
た年については、被害申請5３８箇所で約54億円と
なっており、その被害も甚大なものとなっていま
す。
　また、私が、防災係に赴任した平成2３年も地震、
7月末の新潟福島豪雨、台風12・15号等による災
害が発生し、それらに次ぐ災害の発生件数となっ
ております。平成2３年度は、大きな出水が発生し
た年に発行する洪水記録を平成1９年の出水以来、
4年ぶりに発行しました。

草津の強酸性の水質にも生息するチャツボミゴケ

草津温泉の湯畑

大きな出水があった年に河川課が作成する洪水記録
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＜平成１９年台風 ９号による災害の状況＞ 河川名：渡良瀬川支川　鳥居沢
場　所：桐生市黒保根町
概　要：復旧延長 L＝３３．5ｍ
　　　　護岸ブロック積工（左岸）
　　　　小口止工 2箇所
　地震により、砂防流路工（ブロック積護岸）が
被災しました。背後地の民地に家屋が近接してい
るため、即日大型土のうにより応急仮工事を実施
しました。

平成２３年災　第 ２号（橋梁）
路線名：国道３54号（五料橋）
場　所：伊勢崎市柴町地内
概　要：復旧延長 L＝544．０ｍ
　　　　支承取替 2基
　　　　伸縮装置交換
　　　　ベント設備

被災した支承（ローラー）の復旧工事施工状況

路面（伸縮装置）の被災状況（段差 ４㎝）

（一）鏑川 下仁田町での出水状況

６．平成２３・２４年の発生災害
１）東北地方太平洋沖地震による災害
　東毛地域を中心に震度 5弱を超える揺れを観測
し、県内ほぼ全域において震度 4以上の強い揺れ
を観測しました。公共土木施設の被災は比較的少
なく、砂防設備 1箇所、橋梁 1箇所、公園 2箇所
の被害が発生しました。

平成２３年災　第 １号（砂防設備）

＜五料橋について＞
竣　工：1９71年（昭和46年）
橋　長：544．０ｍ
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構　造：PC 2 径間 Tラーメン× 2
　　　　＋ PC 5 径間連続ラーメン
下部工：橋台 2基、橋脚 ８基

　一級河川利根川に架かる橋長544ｍの橋梁で、
交通量も多く、緊急輸送道路にも指定されている
ことから、早期に復旧し、交通解放する必要があ
りました。 ３月11日の被災直後から ３月14日まで
の間、全面通行止めによる交通規制を実施したも
のの、14日16時からは歩行者・自転車・緊急車両
の通行を可能にし、さらに、請負業者との綿密な
工程調整により短期間で復旧を完了することで、
4月2０日 6 時より完全供用開始することができま
した。

２ ）平成２３年災　（一）利根川　河川災害
　台風12・15号により、平成1３年以来1０年ぶりの
前橋土木管内の利根川が被災。被災箇所 6箇所、
査定決定額で6３6,０47千円と大規模なものとなり
ました。

これにより、（一）井野川において、 6箇所の河川
災害が発生。査定決定額で144,4９7千円となりま
した。

７ ．土木遺産
　先の資料より、近年群馬県では災害の発生状況
が比較的少ないように思われますが、昔の資料を
紐解いてみますと、
・17８３年　浅間山の火山災害（天明３年の浅間焼け）
　　死者1,14３名
・1９47年　カスリン台風（昭和22年）

３ ）平成２４年災　（一）井野川　河川災害
　平成24年 7 月28〜29日豪雨により、高崎市の上
芝観測所で時間雨量77㎜（ 2時間98㎜）を記録し
ました。この降雨による出水で、井野川の水位が
急激に上昇20分で2．57m（10分で1．３1m）水位が
上昇し、はん濫危険水位（3.62m）を越えました。
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　　死者行方不明6９９名
・1９4９年　キテイ台風（昭和24年）
　　死者行方不明4９名

（出典：群馬の自然災害）
など、大規模な災害が発生しています。そうした
災害から復興し、県土の今日があるわけですが、
そのような中、群馬県においても甲斐国の信玄堤
や先だって紹介された神奈川県の酒勾川の治水技
術に勝らずとも劣らない治水技術が、先人たちの
英知により実施されてきました。
　この度、この功績が認められ、歴史的土木構造
物の保存に資することを目的として土木学会が認
定する「土木遺産」に認定されたこれら土木技術
の一端を紹介したいと思います。
※県庁裏小型ケーソン基礎護岸は災害復旧事業に
より実施されたもの。

１ ）護岸工
①岩神の石堤（前橋市岩神町地内）
　明治３０年代に完成。全部で 4 基設置されてお
り、流れの速い土石混じりの洪水から堤防を守る
ため、表面を石で被覆しています。

２ ）水制工
①岩神水制工（前橋市岩神町地内）
　昭和24年完成。当時の考案者の名前から手束式
水制工とも呼ばれており、重量が1０トン以上の場
所打ちコンクリートブロックを連結し、さらにブ
ロック表面へ杉丸太を立てることにより、洪水の
流れを河川の中央部へ導く水制工となっています。

富岡製糸場

① ②

①②

②鉄線蛇籠護岸（前橋市岩神町地内）
　昭和2３年完成。施工の規模が非常に大きく、手
編みの蛇籠としては、最大となる 6番線（直径 5
㎜）の亜鉛引き鉄線が使用されています。

③小型ケーソン基礎護岸（前橋市大手町地内）
　昭和27年完成。県庁裏の水衝部は 5ｍもの淵が
形成されているため、護岸基礎に小型ケーソンを
15基設置しています。

②前橋公園下レール式大聖牛（前橋市大手町地内）
　昭和３０年完成。丸太を使用するのが一般的であ
りますが、当時廃線により不要となったレールを
使用しています。

　この土木遺産の外にも群馬県には、世界遺産へ
推薦が決定し、平成26年の世界遺産登録を目指し
ている富岡製糸場があります。是非一度、利根川
土木遺産とあわせて、「近代化の礎を今に伝える
富岡製糸場」にも足を運んでみてはいかがでしょ
うか？
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８．災害対応力アップに向けた取組
　先人たちの英知の結集ともいえる土木遺産を県
庁2０階の執務室から眺めつつ、群馬の風土に根差
し、長い時間をかけて育まれた土木技術の継承や
災害対応力の向上に資するべく、昨年度から取組
み始めた方策について、簡単に紹介致します。

＜従来の方策＞
・全国防災協会主催の「災害復旧実務講習会」へ
の参加
・群馬県建設技術センター主催の県、県内市町村、
民間（測量協会等）の担当者を対象者とした「災
害復旧事務研修」※県庁担当者は講師として参
加

等
＜昨年度からあらたに始めた方策＞
・地域機関の新採・若手技術者を対象にした災害
査定等に関する研修の実施
・災害復旧技術専門家との情報交換の実施
・災害対応机上訓練の実施

９ ．おわりに
　河川課防災係の災害担当を拝命してから、早い
もので丸 2年が経過しました。この 2年間を振り
返ると大変多くのことを学び、毎日が勉強と発見
の連続でした。少しは先輩たちに追いつけたかと
思うと、その背中は小さくなるばかりです。
　これからも、自然の営み（災害）に対して真摯
に向き合い、先人たちが幾多の自然災害から復旧・
復興し、発展させてきたこの県土に誇り持ち、未
来に引き渡す責務を感じながら、日々研鑽してい
く所存です。
　河川課は群馬県庁舎の2０階北フロアにありま
す。執務室には、「水五則」の額が飾られており、
その下に小さくではありますが、防災に携わる技
術者の戒めとして、「居安思危」の張り紙がして
あります。
　その後ろの窓からは、今は穏やかな

3 3 3 3 3 3

、浅間山や
利根川が顔を覗かせています。

県庁２０階からの眺望（利根川土木遺産群）

居安思危　思則有備　有備無患
安（やす）きに居（あ）りて危（あや）うきを思（おも）う

思（おも）えば則（すなわ）ち備（そな）えあり

備（そな）えあれば患（うれ）い無（な）し
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平成２5年度 災害復旧実務講習会開催要領

１．開 催 日　平成25年 5 月15日㈬～16日㈭
２ ．会　　場　砂防会館別館 1階
　　　　　　　（シェーンバッハ・サボー）
　　　　　　　　東京都千代田区平河町 2－ 7－ 4
　　　　　　　　　ＴＥＬ：０３（３261）８３８6
３ ．講義内容　別紙日程表（案）のとおり
４ ．受講者数　�5００名程度（定員に達し次第締め切

らせて頂きます。）
５ ．申込締切　�平成25年 5 月 2 日㈭（申込手続きは

お早めにお願い致します。）
６．受 講 費　① 1人 12,０００円
　　及　　び　 （受講費 ３,０００円、テキスト代 
　　振込方法　　9,０００円）
　　　　　　　②�「受講票」送付の際に【請求書】

を同封致します。
　　　　　　　　注）当日、会場での現金お支払は

受付致しません。何卒ご了承
下さい。

みずほ銀行　新橋支店
　普通預金　口座番号：14124３9
　　　　　　口 座 名：社団法人 全国防災協会

７ ．申込方法　�別添申込用紙に必要事項を記入の
上、当協会あて郵送、FAX又はメ
ール等でお申込み下さい。
　なお、各都道府県の部署毎や市町
村単独でのお申し込みも可能です。
　また、申込書等については、当協
会ホームページでもご紹介しており
ます。
当協会ホームページ：
http：//www.zenkokubousai.or.jp

８．申 込 先　公益社団法人 全国防災協会
　　　　　　　〒1０３-００11
　　　　　　　東京都中央区日本橋大伝馬町 ３－11
　　　　　　　パインランド日本橋ビル 5 F

　　　　　　　　ＴＥＬ：０３－6661－97３０
　　　　　　　　ＦＡＸ：０３－6661－97３３
　　　　　　　　Ｅメール：

zenkokubousai@pop02.odn.ne.jp
９ ．受講票等　お申込があり次第、「受講票」をお

取りまとめのご担当者様に一括送付
致しますので、参加される方にお渡
し下さい。

　　　　　　　　ご要望があれば、箇所別に送付し
ます。

　　　　　　　　当日は「受講票」を忘れずに持参
し、会場受付に提示して下さい。

10．CPD認定� 本講習会は建設コンサルタンツ協会
の CPDプログラムとして認定され
ております。

11．そ の 他　①　お申し込み頂いた受講者と、当
日受講者が変更となっても差し支
えありません。

　　　　　　　②　講師の都合で日程等の一部変更
もあり得ますので、ご了承下さい。

砂防会館
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平成２５年度 災害復旧実務講習会日程（案）

於：東京都千代田区 砂防会館（シェーンバッハ・サボー）

月　日 時　間 講　　義　　題　　名 講　　　師　　　名

（第 1日目）

5月15日㈬

12：00～13：00 受　付

13：00 開　講
㈳全国防災協会
　事務局長� 曽　田　　　進

13：00～13：05 主催者挨拶
㈳全国防災協会
　副会長� 加　藤　　　昭

13：05～13：20 来賓挨拶
国土交通省 水管理・国土保全局
　防災課長� 野　田　　　徹

13：20～14：20 最近の自然災害と防災上の課題と対応について
国土交通省 水管理・国土保全局
　企画専門官� 宮　武　晃　司

14：20～15：20 災害事務の取扱いについて
国土交通省 水管理・国土保全局
　専門調査官� 阿　部　洋　一

15：20～15：30 休　憩

15：30～17：00 災害採択の基本原則について
国土交通省 水管理・国土保全局
　総括災害査定官� 畠　山　慎　一

（第 2日目）

5月16日㈭

9：30～10：00 受　付

10：00～12：00
①災害復旧における環境への取組について
②災害復旧事業の技術上の実務について
③改良復旧事業の取扱いと事業計画策定について

国土交通省 水管理・国土保全局
　課長補佐� 向　井　正　大
　基準係長� 細　川　　　晋
　改良技術係長� 小　原　　　到

12：00～13：00 昼　食・休　憩

13：00～13：45
平成24年発生 災害復旧事業の紹介
　一級河川矢部川水系矢部川の

災害復旧助成事業について

福岡県 県土整備部 河川課
　主任技師� 江　崎　友　和

13：45～14：30 下水道における災害復旧事業について
国土交通省 水管理・国土保全局
　改良計画係長� 福　田　達　樹

14：30～14：40 休　憩

14：40～16：00
①災害査定の留意点について
②平成24年発生災害採択事例について

国土交通省 水管理・国土保全局
　災害査定官� 西　嶋　孝　治

閉　講

（注）講義内容及び講師については、 4月現在の（案）であり、変更される場合もあり得ますので、念のため申し添えます。
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協会だより

中部ライフガード TEC 2013
防災・減災・危機管理展の開催について

　本協会が協賛している「中部ライフガードTEC 2013 防災・減災・危機管理展」が下記の通り
開催されますのでご紹介します。
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Ａ４判　83頁　カラー印刷　頒価2,800円（消費税込み）　送料協会負担

写真と映像で学べる DVDビデオ付『水防工法の基礎知識』

　突然洪水などが起きた時、人命や財産を守るため、その地域に住んでいる人々が被害を最小限にくいと
めようとすることを水防活動といいます。状況に応じて、最適な水防工法を実施します。
　本書では、水防に欠かせない『ロープワーク』『準備工』『水防工法』の基礎に加え、『水防技術の応用』や『く
らしへの応用』など、一般・家庭にも役立つ技術を紹介しています。さらに、本書の内容をそのまま映像
化したビデオ（DVD）も添付いたしました。水防工法の習得・研鑽に最適な教材と確信しております。

ロープワーク

本結び（ほんむすび）

舟結び（ふなむすび）

“の”字結び（ののじむすび）

疣結び（いぼむすび）

髪括し（かみくくし）

鰯結び（いわしむすび）

舫い結び（もやいむすび）

準 備 工

土嚢作り（どのうづくり）

竹尖げ（たけとげ）

杭拵え（くいごしらえ）

水防工法

木流し工（竹流し工）

シート張り工

水防マット工

折り返し工

五徳縫い工（ごとくぬい工）

篭止め工（かごどめ工）

月の輪工

釜段工（かまだん工）

積土のう工（つみどのう工）

改良積土のう工

水防技術の応用

避難ロープ

救命、救助ロープ

簡易水防工法

水防工法の基礎知識内容案内

図書ご案内

平成20年５月発行

くらしへの応用

荷づくり

古新聞の結束

家庭菜園での結び

垣根結び

レジャーテントの張り綱

野外テントの重し結び

物干し用張り綱

長尺物結び、バケツ吊り

トラック結び

舟、ボートの係留

〈資 料〉

河川における防災用語

水防用語

水防工法一覧表

詳細については、㈳全国防災協会ホームページの出版図書案内をご参照下さい。
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平成25年　発生主要異常気象別被害報告 平成25年 3 月15日現在（単位：千円）
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